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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成19年８月10日に提出いたしました第35期（自　平成18年５月21日　至　平成19年５月20日）有価

証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報

告書を提出するものであります。

 

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

　第４　提出会社の状況

　　　３　配当政策

　　　６　コーポレート・ガバナンスの状況

 

 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部【企業情報】

　第４【提出会社の状況】

　　　３【配当政策】

（訂正前）

当社は、企業価値の持続的向上を図るとともに、株主の皆様に対し積極的に利益を還元していくこ

とを経営上の重要課題の一つと認識しております。

このような観点に立って、今後の配当等につきましては、安定性・継続性に配慮しつつ、業績や配当

性向等を総合的に判断のうえ実施していくことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の２回を基本的な方針としております。配当の決定

機関は中間配当、期末配当ともに取締役会であります。

なお、当期につきましては、当社定款第48条の定めにより、平成19年7月11日開催の当社取締役会に

おきまして、期末配当を次のとおり決議いたしました。

(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円）

平成19年７月11日
取締役会決議

 
44,390

 
　　　　　　　   　　2

 

 

 

 

（訂正後）

当社は、企業価値の持続的向上を図るとともに、株主の皆様に対し積極的に利益を還元していくこ

とを経営上の重要課題の一つと認識しております。

このような観点に立って、今後の配当等につきましては、安定性・継続性に配慮しつつ、業績や配当

性向等を総合的に判断のうえ実施していくことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の２回を基本的な方針としております。配当の決定

機関は中間配当、期末配当ともに取締役会であります。

なお、当期につきましては、当社定款第48条の定めにより、平成19年7月11日開催の当社取締役会に

おきまして、期末配当を次のとおり決議いたしました。

また、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており

ます。

(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円）

平成19年７月11日
取締役会決議

 
44,390

 
　　　　　　　    　2
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　　　６【コーポレート・ガバナンスの状況】

（訂正前）

(1）、(3）～(5）省略　(6）、(7）、(8）、(9)記載なし

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①取締役会

当社の取締役会は、迅速な経営判断が行えるよう、取締役の員数を少数に抑え、現在６名（うち

２名は社外取締役）で構成し、定例取締役会を毎月１回開催しております。

②監査役制度

当社は監査役制度を採用しております。監査役は常勤監査役１名、非常勤監査役２名（いずれ

も社外監査役）の３名で構成されており、取締役の職務執行を監督しております。また、毎月１回

開催しております定例取締役会や臨時取締役会に出席し、適切な経営判断がなされているかどう

かについて牽制がなされております。

③弁護士・監査法人等

当社は、企業経営及び日常業務に関して法律事務所に助言と指導を適宜受けられる体制を設

け、法務リスク管理体制の強化に努めております。また、あずさ監査法人と監査契約を結んでおり

ます。

④コンプライアンス体制

当社は、経営の透明性・公平性を高めていく観点から、内部監査室の機能を増強し３名体制と

しております。内部監査を適宜実施していくことで業務執行の妥当性、効率性を幅広く検証し、経

営に関する助言・提言を行う体制となっております。

⑤会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の

概要

社外取締役及び社外監査役と当社とは一切の人的関係、資本関係または取引関係はありませ

ん。

⑥株主総会決議事項と取締役会で決議することができる事項

当社は利益状況をみながら適時・迅速に配当を実施することが最適と考え、取締役会決議によ

り配当ができる旨定款に定めております。

 

（訂正後）

(1）、(3）～(5）省略

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①取締役会

当社の取締役会は、迅速な経営判断が行えるよう、取締役の員数を少数に抑え、現在６名（うち

２名は社外取締役）で構成し、定例取締役会を毎月１回開催しております。

②監査役制度

当社は監査役制度を採用しております。監査役は常勤監査役１名、非常勤監査役２名（いずれ

も社外監査役）の３名で構成されており、取締役の職務執行を監督しております。また、毎月１回

開催しております定例取締役会や臨時取締役会に出席し、適切な経営判断がなされているかどう
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かについて牽制がなされております。

③弁護士・監査法人等

当社は、企業経営及び日常業務に関して法律事務所に助言と指導を適宜受けられる体制を設

け、法務リスク管理体制の強化に努めております。また、あずさ監査法人と監査契約を結んでおり

ます。

④コンプライアンス体制

当社は、経営の透明性・公平性を高めていく観点から、内部監査室の機能を増強し３名体制と

しております。内部監査を適宜実施していくことで業務執行の妥当性、効率性を幅広く検証し、経

営に関する助言・提言を行う体制となっております。

⑤会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の

概要

社外取締役及び社外監査役と当社とは一切の人的関係、資本関係または取引関係はありませ

ん。

⑥株主総会決議事項と取締役会で決議することができる事項

当社は利益状況をみながら適時・迅速に配当を実施することが最適と考え、取締役会決議によ

り中間配当及び期末配当ができる旨定款に定めております。

また、当社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等によ

り自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。

 

(6）責任免除および責任限定契約の内容の概要

①　当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役（取締役であった

者を含む。）の同法第423条第１項に規定する損害賠償責任を、法令の限度において、免除するこ

とができる旨を定款に定めております。

これは取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものであります。

 

②　当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、監査役（監査役であった

者を含む。）の同法第423条第１項に規定する損害賠償責任について法令に定める要件に該当す

る場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除す

ることができる旨を定款に定めております。

これは監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものであります。

 

③　当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役および社外監査役との間に、同法第423

条第１項に規定する損害賠償責任について、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨

を定款に定めております。締結した責任限定契約の概要は次のとおりです。

 

社外取締役および社外監査役の責任限定契約
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社外取締役および社外監査役は、その職務を行うにつき、善意かつ重過失なく会社法第423条第

1項に違反し、当社に対して損害を与えたときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ当社が定

めた額と次の各号の金額の合計額のいずれか高い額をもって、当社に対する損害賠償責任の限度

とする。

 

a) 社外取締役および社外監査役が、その在職中に当社から職務執行の対価として受け、又は受

けるべき財産上の利益の１年間当たりの額として法務省令（会社法施行規則第113条）で定

める方法により算定される額に2を乗じて得た額

 

b) 社外取締役および社外監査役が、当社の新株予約権（会社法第238条第3項各号に掲げる場

合に限る）を引き受けた場合における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額

として法務省令（会社法施行規則第114条）で定める方法により算定される額

 

(7)取締役の定数

当社の取締役は９名以内とする旨定款に定めております。

 

(8)取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定

めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。

 

(9)株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使する

ことができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上

をもって行う旨定款に定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を

行うことを目的とするものであります。
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